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３年度 保育所・小規模保育・
認定こども園 ( ２号・３号認定 )

入所申し込みの受付
　３年度に保育所・認定こども園 ( ２号・３
号認定 )・小規模保育へ新規入所を希望する
児童を対象に、入所申し込みを受け付けます。
申込書類を記入し、下記へお持ちください。
※先着順ではありません。定員を上回る入所
希望があった場合、保育を必要とする事由
などに応じて調整します。

※受付初日は混雑が予想されます。
追加受付期間＝ 12 月１日～３年１月 29 日
※希望する施設で辞退や退所がない限り、追
加の内定が出ない可能性もあります。
受付・問い合わせ＝保育振興課 ( 559-5073 
FAX 563-3611 )
※申請書と ｢ 令和３年度保育所・認定こども
園・小規模保育入所のしおり ｣
は上記窓口で配布または市ホー
ムページからもダウンロード可

平日受付期間 平日受付場所

 11 月  ２日 ( 月 )
    ～ 30 日 ( 月 )

※土・日曜、祝日除く
９時～ 17 時 30 分

市役所本庁舎２階
保育振興課

休日受付日時 休日受付場所

  11 月 15 日 ( 日 )
13 時～ 17 時

市役所３号庁舎２階
会議室

３年度 放課後児童クラブ
入所申し込みの受付

　３年４月から放課後児童クラブへ入所を希
望する児童を対象に、入所申し込みを受け付
けます。
対象＝下記①～③の全ての要件を満たす児童
①３年４月現在、市に住民登録がある市内
の小学校・特別支援学校小学部の児童
②平日週４日以上、学校授業終了時から 16
時まで、保護者の就労・疾

し っ ぺ い

病・その他の理
由により家庭や地域などで適切な保護を受
けることができない児童
③自主的な通所や集団生活が可能な児童
申込書配布＝ 11 月２日から下記窓口で配布
( 平日のみ )。
※現在、市内の認可保育所・認定こども園に
入所・入園しており、３年度に新１年生にな
る児童には各施設から希望者に配布します。
申し込み＝学年、新規利用・継続利用の要件
により異なります。申込書をご確認くださ
い。 ※現在入所している児童は、在籍して
いる児童クラブを通じて申し込み
問い合わせ＝市役所本庁舎２階
健 や か 育 成 課 ( 559-5046　
FAX 563-3611 )

３年 1 月 10 日
郷の音ホールで成人式開催！

　来年１月の成人式は、新型コロナウイルス感
染症の感染リスクを低減するため、午前・午後
の２回に分けて実施します。※新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大状況によっては、開催
を中止する場合があります。
日時・対象校区＝ 3 年 1 月 10 日 ( 日 )
午前の部：10 時 30 分～ / けやき台・長坂・上
野台・ゆりのき台中学校区が住所地の新成人
午後の部：13 時～ / 八景・藍・狭間・富士
中学校区が住所地の新成人
場所＝市総合文化センタ－ ( 郷の音ホール ) 
対象＝平成 12 年 4 月 2 日～平成 13 年 4 月
1 日生まれの人
申し込み＝

問い合わせ＝若者のまちづくり
課 ( 559-5041 FAX 563-
1366 ) ※詳細は市ホームペー
ジをご覧ください。

認可外保育施設利用者補助事業
第２期 ( ８月～ 11 月分 ) の

申請受付を開始します
　認可保育所・認定こども園 ( ３歳児未満 )・
小規模保育を希望しながら、入所待ちで認可
外保育施設を利用する家庭の経済的な負担を
軽減するため、保育料補助を実施しています。
　第２期 ( ８月～ 11 月分 ) の補助金の申請受
付を開始しますので、申請漏れのないようご
注意ください。
要件＝月の初日から在籍していることや２年
３月 31 日時点で３歳未満であることなどの
要件があります。 ※詳細は市ホームページ
または下記へお問い合わせください。
申し込み・問い合わせ＝ 11 月２日～ 30 日必
着、提出書類 ( 下記窓口で配布または市ホー
ムページからもダウンロード可 )
を、郵送または窓口で、〒 669-
1595 三輪 2-1-1 市役所本庁舎
２ 階 保 育 振 興 課 ( 559-5073 
FAX 563-3611 )

　市役所本庁舎 1 階の待合室に設置してい
る市民課専用の窓口番号発券機２台のタッチ
パネルへ、新たに英語・中国語・ハングル・
ベトナム語の４カ国語による画面表示を 10
月 30 日から始めました。
　市では、共生のまちづくりを推進していく
ため、あらゆる市民が簡単・便利にサービス
を利用できるよう取り組んでいます。
問い合わせ＝市民課 ( 559-5068 FAX 560-
2101 )

市民課窓口番号発券機を
多言語化しました

11 月 8 日は ｢ いい歯の日 ｣
お口の元気アップをめざそう！

　｢ オーラルフレイル ( お口の虚弱 )｣ という
言葉を聞いたことがありますか？しっかりか
めない、うまく飲み込めないなど、お口の機
能の衰えのことです。毎日の生活に、口腔ケ
アやお口周りの体操を取り入れることで、食
べる・飲み込む力を維持することができます。
　日本歯科医師会のホームページで、お口周
りの体操の動画が紹介されていま
す。手軽にチャレンジできるので、
いつまでもおいしく・楽しく・安
全に食べるために、日々の生活に
取り入れてみませんか。
申し込み・問い合わせ＝健康増進課 ( 559-
6155 FAX 559-5705 ) ※例年 11 月に開催
していた｢いい歯の日フェア｣は中止します。

　新型コロナウイルス感染症の影響で、売上・
給与などの収入に相当の減少があった人や事
業者を対象とした徴収猶予 ( 特例制度 ) の対
象は、２月１日～３年１月 31 日に納期限が到
来する市税・国民健康保険税でしたが、法律
が改正され３年２月１日まで拡大されました。
　これにより、３年２月１日納期限の２年度
｢ 個人市県民税 ( 第４期 )｣ と ｢ 国民健康保険
税 ( 第７期 )｣ も対象となります。
対象 =下記①②のいずれも満たす納税者・
特別徴収義務者
①新型コロナウイルス感染症の影響で、２
年２月以降の任意の期間 ( １カ月以上 ) で、
売上・給与などの収入が前年同期に比べて
概ね 20％以上減少していること 
②納付することが困難であること
対象の税＝３年２月１日までに納期限が到来
する個人市県民税、法人市民税、固定資産税・
都市計画税、国民健康保険税
猶予期間=１年間
申請手続きなど =①納期限までに申請が必
要 ( 納期限を過ぎると対象外 ) ②申請書の
ほか、収入や現預金の状況が分かる資料の
提出が必要 ※提出が難しい場合は下記へご
相談ください。
問い合わせ＝収納対策課 ( 559-
5043 FAX 563-5697 ) ※詳細は
市ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響で
納税が困難な人へ

　12月上旬に案内ハガ
キを送ります。

案内ハガキに記載の専用フォーム ( 二次
元コード ) で事前申し込みの上、当日案
内ハガキを持参し会場にお越しください。

 
郵便番号・住所・名前・
生年月日・電話番号・
｢ 成人式参加希望 ｣ の
旨を記入し、e メールで、

若 者 の ま ち づ く り 課 ( e メ ー ル
wakamono_machi@city.sanda.lg.jp )

市に住民登録
がある人

市外に転出した
人などで参加を

希望する人


